
３．中流右岸域 地域協議会（仮称）の進め方（案） 

 

中流右岸域 地域協議会の検討対象地域については、「高槻市、摂津市の淀川河川公園」

とします。 

今後およそ５年程度を目途として、整備・再整備を実施することが見込まれる地区につ

いて計画の検討や整備及び管理運営についての協議をはじめることとします。 

検討方法としては、全体的な方針・方向性については、「中流右岸域地域協議会（仮称）」

において議論することとしますが、地域に密着したより具体的な検討が必要とされる場合

は、利用者・利用団体、地元自治会等様々な意見をより反映できるよう各地区ごとに関係

者による「地区会議」を設置できることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：中流右岸域地域協議会（仮称）運営フロー図 
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